
　人権問題に対する関心を高めるとともに、人権を尊重する意識の向上を目的として、人権週間（12月４日～ 10日）
にあわせ、養老町人権擁護推進大会を開催します。人権問題に関する講演会や小中学生による意見発表、ポスター・
標語などの作品展示などをとおして、人権問題について一緒に考えてみませんか。どなたでも参加できますので、
ぜひお越しください。

日　時：12月６日（土）13時30分～（受付13時～）
場　所：町中央公民館　中ホール
内　容：第１部　小中学生による意見発表（広幡小学校・笠郷小学校・日吉小学校・高田中学校）

第２部　講演：「子どもと共に未来をつくる人権教育」
　　　　講師：中村　雄一　氏

実 施 日：11月21日（金）
採血会場：町役場
時　　間：９時30分～ 11時20分
※日時・会場などは変更する場合があります。

養老町人権擁護推進大会を開催します

≪育休代替任期付職員とは≫
　育児休業を取得する職員の代替として、任期を定めて採用される職員です。　
○この試験の合格者は「育休代替任期付職員採用候補者名簿」に登録され、職員の育児休業の状況などに応じて採用
されます。
○勤務予定先は育児休業を取得する職員が勤務する町の機関です。
○候補者名簿の有効期間は名簿登録の日から３年間です。
○任期は職員の育児休業期間に応じて決定されます。
○原則として正規職員と同様の業務に従事します。

　昭和23年（1948年）第３回国際連合総会で世界人権宣言が採択され、本年で採択77周年を迎えます。法務省と全
国人権擁護委員連合会は「人権デー」を最終日とする１週間を「人権週間」と定め、人権尊重思想の普及高揚に努めて
きました。本年も12月４日から10日までの１週間を「第77回人権週間」として、全国各地で啓発活動を実施します。

「誰か」のこと　じゃない。
　皆さまもこの人権週間を機に、身近なことから人権を考えてみませんか。

※詳しくは町ホームページをご覧ください。

養老町職員採用
案内について

（町ホームページ）
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総務・経理などの事務経験を有する人

保育士および幼稚園教諭の資格を有する人


